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令和２年９月市議会定例会提出案件資料 

 

議案第79号 令和元年度決算認定について 

（財政課） 

  １ 令和元年度伊勢市一般会計歳入歳出決算 

歳 入 総 額 50,575,532,537 円 

歳 出 総 額 50,041,054,922 円 

差 引 残 額 534,477,615 円 

翌年度繰越財源 176,784,713 円 

実 質 収 支 額 357,692,902 円 

   備考 実質収支額には、財政調整基金積立額 180,000,000 円を含む。 

 

２ 令和元年度伊勢市国民健康保険特別会計歳入歳出決算 

歳 入 総 額 12,974,729,130 円 

歳 出 総 額 12,744,128,601 円 

差 引 残 額 230,600,529 円 

実 質 収 支 額 230,600,529 円 

   備考 実質収支額には、財政調整基金積立額 120,000,000 円を含む。 

 

  ３ 令和元年度伊勢市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算 

歳 入 総 額 3,149,816,151 円 

歳 出 総 額 3,089,182,491 円 

差 引 残 額 60,633,660 円 

 

  ４ 令和元年度伊勢市介護保険特別会計歳入歳出決算 

歳 入 総 額 14,289,910,231 円 

歳 出 総 額 13,765,352,336 円 

差 引 残 額 524,557,895 円 

 

  ５ 令和元年度伊勢市住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算 

歳 入 総 額 6,318,959 円 

歳 出 総 額 5,140,209 円 

差 引 残 額 1,178,750 円 
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  ６ 令和元年度伊勢市観光交通対策特別会計歳入歳出決算 

歳 入 総 額 663,853,055 円 

歳 出 総 額 601,561,016 円 

差 引 残 額 62,292,039 円 

翌年度繰越財源 33,054,000 円 

実 質 収 支 額 29,238,039 円 

 

  ７ 令和元年度伊勢市土地取得特別会計歳入歳出決算 

歳 入 総 額 198,926,115 円 

歳 出 総 額 198,495,906 円 

差 引 残 額 430,209 円 

 

議案第80号 令和元年度伊勢市病院事業の資本剰余金の処分及び令和元年度

伊勢市病院事業会計決算認定について 

（財政課） 

  欠損金処理 

      欠 損 補 塡   26,000,000 円 

決 算 

収益的収支決算（税抜き） 
収 入 決 算 7,679,599,493 円 

支 出 決 算 8,055,466,135 円 

資本的収支決算（税込み） 
収 入 決 算 1,424,128,447 円 

支 出 決 算 1,296,923,844 円 

当 年 度 純 損 失 375,866,642 円 

当年度未処理欠損金 2,224,735,868 円 

 

議案第81号 令和元年度伊勢市水道事業の利益の処分及び令和元年度伊勢市

水道事業会計決算認定について 

（財政課） 

  利益処分 

      資本金組 入    411,670,394 円 

      建設改良積立     386,793,057 円 

決 算 

収益的収支決算（税抜き） 
収 入 決 算 2,619,233,736 円 

支 出 決 算 2,232,440,679 円 

資本的収支決算（税込み） 
収 入 決 算 742,137,382 円 

支 出 決 算 1,723,616,862 円 

当 年 度 純 利 益 386,793,057 円 

当年度未処分利益剰余金 798,463,451 円 
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議案第82号 令和元年度伊勢市下水道事業の利益の処分及び令和元年度伊勢

市下水道事業会計決算認定について 

（財政課） 

  利益処分 

      資本金組 入    206,525,758 円 

      減 債 積 立    135,224,518 円 

決 算 

収益的収支決算（税抜き） 
収 入 決 算 3,474,086,848 円 

支 出 決 算 3,338,862,330 円 

資本的収支決算（税込み） 
収 入 決 算 3,311,782,800 円 

支 出 決 算 4,833,566,672 円 

当 年 度 純 利 益 135,224,518 円 

当年度未処分利益剰余金 341,750,276 円 

 

議案第83号 令和２年度伊勢市一般会計補正予算（第７号） 

（財政課） 

補正前の予算額 70,697,172,000 円 

補 正 予 算 額 182,866,000 円 

補正後の予算額 70,880,038,000 円 

 

議案第84号 令和２年度伊勢市国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

（財政課） 

補正前の予算額 12,810,306,000 円 

補 正 予 算 額 9,500,000 円 

補正後の予算額 12,819,806,000 円 

 

議案第85号 令和２年度伊勢市介護保険特別会計補正予算（第２号） 

（財政課） 

補正前の予算額 14,419,571,000 円 

補 正 予 算 額 242,702,000 円 

補正後の予算額 14,662,273,000 円 

 

議案第86号 伊勢市児童発達支援センター条例の制定について 

（こども発達支援室） 

   これは、伊勢市おおぞら児童園を児童発達支援センターとして設置する

につき、施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるため、条例を制定

しようとするものである。 

   ・施行期日 公布の日から起算して４月を超えない範囲内において規則
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で定める日 

 

議案第87号 伊勢市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準

を定める条例の一部改正について 

（介護保険課） 

   これは、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準及び指

定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改

正する省令の一部改正に伴い、指定居宅介護支援事業所に置く管理者の基

準を改めるため、条例を改正しようとするものである。 

   ・施行期日 公布の日及び令和３年４月１日 

 

議案第88号 伊勢市公共下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正につ

いて 

（料金課） 

   これは、公共下水道事業の第５期事業計画区域の単位負担金額を定める

とともに、その他所要の規定の整備を行うため、条例を改正しようとする

ものである。 

   ・施行期日 令和２年11月１日 

 

議案第89号 小中学校教育用タブレット端末の取得について 

（教育研究所） 

   これは、小中学校教育用タブレット端末を取得するにつき、伊勢市議会

の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規

定により、議会の議決を求めるものである。 

 

議案第90号 市道の路線の廃止について 

（維持課） 

   これは、市道の路線を廃止するにつき、道路法第10条第３項において準

用する同法第８条第２項の規定により、あらかじめ、議会の議決を経よう

とするものである。 

   ・廃止しようとする路線 １路線 

 

議案第91号 市道の路線の認定について 

（維持課） 

   これは、市道の路線を認定するにつき、道路法第８条第２項の規定によ

り、あらかじめ、議会の議決を経ようとするものである。 

   ・認定しようとする路線 12 路線 

 

議案第92号 伊勢市農業委員会委員の過半数を認定農業者等又はこれらに準

ずる者とすることにつき同意を求めることについて 

（農林水産課） 
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   これは、伊勢市農業委員会委員の任命に当たり、委員の過半数を認定農

業者等又はこれらに準ずる者とするため、農業委員会等に関する法律第８

条第５項ただし書及び農業委員会等に関する法律施行規則第２条第１号

の規定により、議会の同意を求めるものである。 

 

議案第93号 伊勢市教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

（職員課） 

   これは、伊勢市教育委員会委員の駒田 聡子
あ き こ

氏の任期が令和２年 10 月

31 日に満了となるため、その後任を任命するにつき、地方教育行政の組織

及び運営に関する法律第４条第２項の規定により、議会の同意を求めるも

のである。 

 

議案第94号 人権擁護委員の推薦につき意見を聞くことについて 

（人権政策課） 

   これは、人権擁護委員の幸田 華子
み や こ

氏の任期が令和２年 12 月 31 日に満

了となるため、その後任を推薦するにつき、人権擁護委員法第６条第３項

の規定により、議会の意見を聞こうとするものである。 

 

議案第95号 人権擁護委員の推薦につき意見を聞くことについて 

（人権政策課） 

   これは、人権擁護委員の村上 安三郎氏の任期が令和２年 12 月 31 日に

満了となるため、その後任を推薦するにつき、人権擁護委員法第６条第３

項の規定により、議会の意見を聞こうとするものである。 

 

報告第11号 継続費の精算報告について 

（財政課） 

   これは、令和元年度で継続事業の完了した排水機場維持管理経費、宮川

堤公園整備事業及び神社小学校・大湊小学校統合校整備事業に係る継続費

精算報告書を調製したので、地方自治法施行令第145条第２項の規定によ

り、議会に報告するものである。 

 

報告第12号 令和元年度決算に基づく健全化判断比率の報告について 

（財政課） 

   これは、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定

により、令和元年度決算に基づく健全化判断比率を監査委員の意見を付け

て、議会に報告するものである。 

 

報告第13号 令和元年度決算に基づく資金不足比率の報告について 

（財政課） 
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   これは、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第１項の規定

により、令和元年度決算に基づく資金不足比率を監査委員の意見を付けて、

議会に報告するものである。 

 


